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令和４年第７回農業委員会総会議事録 

 

開催日時 令和４年７月７日（木）１４時００分～ 

開催場所 羽曳野市役所 本館４階入札室 

出席委員  

（農業委員 １２名）  

京谷理史  古澤義夫  松永年實  水本幸男  三田茂明 

葉山昌男  吉 田 繁  鬼追章浩  奥野晋也  内本正美 

大 谷 章  小池良夫 

（推進委員 ３名） 

森本元昭  梅谷忠道  白樫保雄 

欠席委員 

（農業委員 ２名） 植野純央  堀内利弘 

（推進委員 ２名） 吉田隆美  松山敏行 

 

農業委員会事務局 

    白樫明広  篠崎恵  渡辺正治 

 

案  件 

    報告第１８号 農地法第４条第１項第８号の規定による届出について 
報告第１９号 農地法第５条第１項第７号の規定による届出について 
報告第２０号 生産緑地に係る農業の主たる従事者の証明について 
議案第２２号 農地法第３条の規定による許可申請について 

    議案第２３号 農用地利用集積計画書の承認について 
議案第２４号 事業計画変更申請書の承認について 
議案第２５号 農地法第５条の規定による許可申請について 

 

以上、会議の顛末は、事務局で記載したものであるが、その内容の正確であ

ることを証するため、ここに署名する。 

 

 

 

                議 長 

  

                委 員 

 

                委 員 
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【開会 14：00】  

 

事務局   それでは、みなさんこんにちは。定刻より早いですが、みなさん

お揃いですので、ただいまより、令和４年第７回の農業委員会総

会を開催させて頂きます。 
出席委員につきましては、定足数に達しておりますので、本総会 

は成立しておりますことをご報告申し上げます。 
それでは開会にあたりまして、京谷会長よりご挨拶をお願いしま

す。 
 

 

京谷会長  皆さんこんにちは。台風の影響も少なくそれほど雨もたくさん降

りませんでした。地域によっては線状降水帯が発生して浸水した

ところもございます。梅雨が短くて水不足が心配されたところで

ございます。幸い近畿の方は大きなことはないだろうというとこ

ろでございます。 

今日の総会を終了してから、市長との懇談を３０分程度予定して

おりますので、最後までよろしくお願いいたします。 

それでは総会に移らせていただきます。 

 

 

京谷議長  本総会は成立していますこと、先ほど事務局から報告がありまし

た。それでは、議案審議に入る前に、私から議事録署名委員を指

名させていただくことにご異議ありませんか。 

 

全委員   異議なし 

 

京谷議長  それでは、本日の議事録署名委員を白樫委員さんと吉田繁委員さ

んにお願いします。よろしくお願いします。 

 

それでは、報告第１８号、農地法第４条第１項第８号の規定によ

る届出について事務局から説明をお願いします。 

 

事務局   第４条第１項第８号の届出について、ご説明させていただきます。 

      この届出は、市街化区域の農地の転用に係る届出です。 

農地法第４条の届出は、自分の土地を自分のために使用するため

の届出です。 
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      地図「４条届出①」をご参照ください。 

地区名は、高鷲地区です。 

対象農地は、島泉２丁目２０１番２ 田 ２８㎡ 

             島泉２丁目２０８番１ 田 １２７㎡ 

島泉２丁目２０８番２ 田 ８８㎡ 

届出人は、●●●●●●●●●●● 様 

転用目的は、宅地、転用済です。 

現場確認委員さんは、奥野副会長です。 

 

なお、本届出について「農地法関係事務処理にかかる処理基準」  

第６の３の(２)の届出を受理しない場合に該当しないため、本議

案の受理については問題ありません。 
現地確認していただきました結果、確認委員さんから異議ありま 

せんでしたので報告いたします。 
説明は以上です。よろしくお願いいたします。 

 

京谷議長  農地法第４条第１項第８号の規定による届出について、地元委員

さんから異議がありませんでしたので、専決処理させていただき

ました。地区委員さん、他の委員さん承認願います。 

 

京谷議長  次に、報告第１９号、農地法第５条第１項第７号の規定による届

出について、事務局から説明をお願いします。 

 

事務局   第５条第１項第７号の届出について、３件続けてご説明させてい

ただきます。 
      この届出は、市街化区域の農地の所有権移転と転用届となります。 
 

１件目です。地図「５条届①」をご参照ください。 
地区名は、高鷲地区です。 
申請地は、島泉２丁目２０８番５ 田 ３３３㎡ 
譲渡人、●●●●●●●●●●● 様 
譲受人、●●●●●●●●●●● 

●●●●●●●●●●● 様 
転用目的、分譲住宅、転用済です。 
現地確認委員さんは、奥野副会長です。 
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２件目です。地図「５条届②」をご参照ください。 
地区名は、高鷲地区です。 
申請地は、高鷲８丁目１５番 田 １１６６㎡ 
譲渡人、[被相続人] 高鷲１丁目３番１５号 岡本 仁平 様 

[相続人]  ●●●●●●●●●●● 様 
譲受人、●●●●●●●●●●● 

●●●●●●●●●●● 様 
転用目的、分譲住宅用地です。 
現地確認委員さんは、奥野副会長です。 

 
３件目です。地図「５条届③」をご参照ください。 
地区名は、高鷲地区です。 
申請地は、高鷲８丁目４５番 田 １３１５㎡ 
譲渡人、●●●●●●●●●●● 様 
譲受人、●●●●●●●●●●● 

●●●●●●●●●●● 様 
転用目的、分譲住宅用地です。 
現地確認委員さんは、奥野副会長です。 

 
なお、本届出について「農地法関係事務処理にかかる処理基準」 
第６の３の(２)の届出を受理しない場合に該当しないため、 
本議案の受理については問題ありません。 
現地確認していただきました結果、確認委員さんから異議あり  

ませんでしたのでご報告いたします。 
  

説明は以上です。よろしくお願いいたします。 
 

京谷議長  農地法第５条第１項第７号の規定による届出について、地元委員

さんから異議がありませんでしたので、専決処理させていただき

ました。地区委員さん、他の委員さん承認願います。 

 

 

京谷議長  次に、報告第２０号、生産緑地に係る農業の主たる従事者の証明

について、事務局から説明をお願いします。 

 

事務局   生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願いについて、
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ご説明させていただきます。 

 

これは、生産緑地を除外したいという意向でのもと、生産緑地法

第１０条の規定に基づく買取り申出を行うことを目的に、「農業

の主たる従事者」であったことの証明を行うものです。 

 

地図 「従事者証明」をご参照ください。 

地区名は、古市地区です。 

      申出をする者は、 

●●●●●●●●●●● 様 

買取申出生産緑地は、誉田７丁目７４８番１ 田 １７７１㎡ 

      買取申出事由の生じた者は、ご本人です。 

買取申出事由は、故障で、●●●●●●です。 

事由が生じた日は、令和４年５月７日です。 

現場確認委員は、古澤委員さんです。 

 

現地確認していただきました結果、確認委員さんから異議ありま

せんでしたのでご報告いたします。 

 

説明は以上です。よろしくお願いいたします。 

 

京谷議長  生産緑地に係る農業の主たる従事者の証明について、地元委員さ

んから異議がありませんでしたので、専決処理させていただきま

した。地区委員さん、他の委員さん承認願います。 

 

 

      京谷議長  議案第２２号、農地法第３条の規定による許可申請について、 

事務局より説明をお願いします。 

 

事務局   議案第２２号農地法第３条の規定による許可申請につきまして２

件続けて説明させていただきます。 
 

本件は、農地の所有権移転を行うものです。 
地図の「３条許可①」をご参照ください 
地区名は西浦地区 
申請地、羽曳野市尺度１０８０番 ほか２筆 
いずれも田 合計２，４９７㎡ 



 

6 
 

譲渡人、●●●●●●●●●●● 様 
譲受人、●●●●●●●●●●● 様 

      所有権移転後の耕作面積、２，４９７㎡となります。 
      親子間での贈与となります。譲受人の農作業歴は浅いですが、譲

渡人の●●●●様と耕作を継続されます。農機具も、親族所有の

機械を借りて耕作されます。現在も申請地を耕作しており、所有

権移転後も有効利用ができるものと考えます。 
 

続きまして２件目です。 
地図の「３条許可②」をご参照ください 
地区名は西浦地区 
申請地、羽曳野市尺度１０６０番  田 ７５０㎡ 
譲渡人、●●●●●●●●●●● 様 
譲受人、●●●●●●●●●●● 様 

    所有権移転後の耕作面積、７５０㎡となります。 
    親子間での贈与となります。譲受人の農作業歴は１０年で、両親

と３名で農業をされています。農機具も、トラクター、田植機、

コンバインを所有。現在も申請地を耕作しており、所有権移転後

も有効利用が期待できるものと考えます。 
 
    説明は以上です。ご審議よろしくお願いいたします。 

 

京谷議長  １件目の西浦地区の農地法第３条の許可申請について、地元委員

さんいかがですか。 

 

地元委員  特に問題はございません。現在は、畑作として、夏野菜等を作っ

ておられます。尺度 1060 番地の方は、６月１日に本人が耕作され

ております。全然問題はございません。 

         

京谷議長    はい、２件目の方も答えてくれはったんですか。地元委員さん、

異議ないようですが、地区委員さんいかがですか。 

 

地区委員  異議なし 

 

京谷議長    地元委員さん、地区委員も異議ないようですが、他の委員さんい

かがですか。 
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他の委員  異議なし 

 

京谷議長    異議がないようですので、１件目の西浦地区の農地法第３条許可

申請は原案どおり、可決決定いたします。 

 

京谷議長    ２件目の西浦地区の農地法第３条の許可申請について、さきほど

現地確認委員の水本副会長の方から「異議なし」のご返事をいた

だきました。地元委員さん異議がないようですが、地区委員さん

いかがですか 

 

地区委員  異議なし 

   

京谷議長    地元委員さん、異議ないようですが、地区委員さんいかがですか。 

 

地区委員  異議なし 

 

京谷議長    地元委員さん、地区委員も異議ないようですが、他の委員さんい

かがですか。 

 

他の委員  異議なし 

 

京谷議長    異議がないようですので、２件目の西浦地区の農地法第３条許可

申請は原案どおり、可決決定いたします。 

 

 

京谷議長  次に、議案第２３号、農用地利用集積計画書の承認について、事

務局から説明をお願いします。 

 

事務局   議案第２３号農用地利用集積計画書の承認について 

羽曳野市長から、農用地利用集積計画書の承認に係る諮問があり

ましたので、これに対して意見を提出するものです。農用地利用

集積計画について説明させていただきます。 

 

地図の「利用集積計画」をご参照ください。 

地区名は、西浦地区です。  

申請地は、尺度２０９番１ 畑 １，００８㎡ 

利用権の設定をする者（所有者等）は 
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      ●●●●●●●●●●● 様 

利用権の設定を行う者（農地中間管理機構）は  

大阪市中央区南本町二丁目１番８号 

       一般財団法人 大阪府みどり公社 理事長 竹柴清二 様 

利用権の設定を受ける者（転借人）は 

       ●●●●●●●●●●● 

 

借り手の●●●●様は、令和元年１０月から令和２年９月までの

１年間、大阪府立環境農林水産総合研究所農林大学校において、

令和元年度短期プロ農家養成コースの野菜部門の集中コースを

受講し、農業技術を習得され、その後、羽曳野市内で中間管理機

構を通じて借りた農地を耕作されております。 

農機具につきましても、草刈機、軽トラックを各 1台所有されて

おり、トラクターを必要とする場合は、リースを利用されていま

す。 

新規就農者として、農業に対する熱意が感じられ、野菜づくりの

知識、経験は十分あるものと考えられ、必要な農機具も準備でき

ていることから、農地の有効利用が期待できるものと考えます。 

 

設定する利用権は、使用貸借権となります。 

貸付期間は、令和４年８月１日から令和９年７月３１日までの５

年となっています。 

 

説明は以上です。ご審議よろしくお願いいたします。 

 

京谷議長  西浦地区の農用地利用集積計画書の承認について、地元委員さん

いかがですか。 

 

地元委員  特に問題ございません。今現在は８月１日からの使用貸借期間と

なっておりますが、今はえごまを植えられて出荷されています。

以上です。問題ございません。  

 

京谷議長  地元委員さん、異議ないようですが、地区委員さんいかがですか。 

 

地区委員  異議なし 

 

京谷議長  地元委員さん、地区委員さん異議ないようですが、他の委員さん
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いかがですか。 

他の委員  異議なし 

 

京谷議長  異議がないようですので、原案どおり承認決定いたします。 

      西浦地区の農用地利用集積計画書につきましては、市長に承認の

旨、回答いたします。 

 

京谷議長  議案第２４号、令和４年３月８日付大阪府指令農整第５－９２号

にて許可された議案の事業計画変更申請について、事務局より説

明をお願いします。 

 

事務局   議案第２４号事業計画変更の承認申請について 説明させてい

ただきます。 

地図の「事業計画変更」をご参照ください。 

申請地は、令和４年３月８日付、農整第５－９２号で転用許可を 

受けましたが、今回の申請は、当該地の工作物工事費及び土地購

入、土地造成費の支出を●●●●●●●●●●●から●●様が支

出する事業計画変更申請となります。 

転用用途につきましては、当初計画通りの地域密着型通所介護施

設（デイサービス）で変更はありません。 

 

説明は以上です。ご審議よろしくお願いします。 

 

 

京谷議長  西浦地区の事業計画変更申請について、地元委員さんいかがです

か。 

 

地元委員  別に問題はありません。 

 

京谷議長  地元委員さん異議ないようですが、地区委員さんいかがですか。 

 

地区委員  異議なし 

 

京谷議長  地元委員さん、地区委員さん異議ないようですが、他の委員さん

いかがですか。 

 

他の委員  異議なし 
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京谷議長  異議がないようですので、西浦地区の事業計画変更申請は、原案

どおり、可決決定いたします。 

 

京谷会長  次に、議案第２５号、農地法第５条の規定による許可申請につい

て、予定で２件ありましたが、古市地区の申請は、次月に審議さ

せていただくことになりました。 

  

京谷議長  それでは、西浦地区の農地法第５条の規定による許可申請につい

て、事務局より説明をお願いします。 
 

事務局     議案第２５号農地法第５条の規定による許可申請につきまして

説明させていただきます。 

 

本件は、市街化調整区域内の農地について、所有権の移転又は 

賃借権等の設定を行い、譲受人又は被設定人が転用行為を行うも

のです。 

 

地図の「５条許可①」をご参照ください。 

先ほど事業計画変更で説明いたしました場所となります。 

本年２月総会でご審議いただきました内容と相違ありませんが、

再度大阪府へ議案として提出いたしますので、ご説明いたします。 

 

地区名は、西浦地区 

申請地 西浦９６１番１ 

地目は田、面積は６６３平方メートル 

建築面積 １８１平方メートル 

譲受人 ●●●●●●●●●●● 様 

譲渡人 ●●●●●●●●●●● 様 

転用目的 地域密着型通所介護施設(小規模デイサービス)の建

設 

権利の種類 所有権の移転 

農地区分は 申請地は、水道管、下水道管が埋設された幅員４ｍ

以上の道路の沿道にあり、おおむね 500ｍ以内に府立西浦支援学

校と医療施設があるため、農地法施行規則第 43 条第 1 号に該当

し、第３種農地に該当するものと考えます。 

譲受人は介護福祉施設建設場所を探していたところ、開業に適 
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した申請地を選定し、地域密着型通所介護施設を建築するもので

す。雨水、排水につきましては、公共下水道管へ放流いたします。

また、隣接農地も無いことから、周辺農地の営農等に支障がない

ものと考えます。資金調達についても相応な経費で、自己資金に

より開発を行います。また本件は、都市計画法による開発許可が

必要な案件で、都市計画法第 29 条の規定に基づき担当部局へ申

請手続がされていることを確認しており、農地転用許可と同時許

可となる見込みです。 

 

説明は以上です。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

京谷議長  西浦地区の農地法第５条の許可申請について、地元委員さんいか

がですか。 

 

地元委員  別に問題ないと思います。前回も確認に行っておりますので大丈

夫です。 

 

京谷議長  地元委員さん異議がないようですが、地区委員さんいかがですか。 

 

地区委員  異議なし 

 

京谷議長  地元委員さん、地区委員さん異議がないようですが、他の委員さ

んいかがですか。 

 

他の委員  異議なし 

 

京谷議長  異議がないようですので、西浦地区の農地法第５条許可申請は、

許可やむを得ないものと意見を付して大阪府知事へ進達いたしま

す。 

 

 

京谷議長  これをもちまして、報告・議案の審議は終了いたします。 

       事務局からその他連絡事項をお願いします。 

 

京谷会長  ありがとうございます。 

【閉会 14：22】 


